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2020年度 第１回豊岡市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

○ 開会及び閉会の日時及び場所 

2020年４月20日（月） 

場  所   豊岡市役所本庁舎３階 庁議室 

所 在 地   豊岡市中央町２番４号 

開会時間   午前９時00分 

閉会時間   午前10時00分 

 

○ 出席委員の氏名 

  教育長           嶋  公 治 

委員（教育長職務代理者）  佐伯 和亜 

委員            向井 美紀 

   委員            飯田 正巳 

委員            成田 壽郎 

 

欠席委員 なし 

 

○ 教育長、委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名 

事務局   教育次長           堂垣 真弓 

                  教育総務課長         永井 義久 

         教育総務課参事（給食センター所長）大谷 康弘 

         こども教育課長        飯塚 智士 

         こども教育課参事（こども支援センター所長）惠後原 博美 

         こども育成課参事兼課長補佐  吉本 努 

         教育総務課参事兼課長補佐   木之瀬 晋弥 

         教育総務課教育総務係長    竹内 有子 

   

   事務局以外 

         生涯学習課長         大岸 和義 

 

  〇 日程 

第１ 会議録署名委員の指名 

    佐伯 和亜 委員 

 

第２ 前回の会議録の承認 

    2020年３月23日（月）開催 第12回定例会 

     

 第３ 教育長の報告 
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 第４ 地域コミュニティ振興部の報告 

  １ 生涯学習課 

   ⑴ 子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭「第７回おんぷの祭典」について 

 

第５ 議事 

〇 議案第１号 豊岡市奨学生選考委員会委員の委嘱について 

〇 議案第２号 豊岡市学校給食センター運営委員会委員の任命について 

〇 議案第３号 とよおか教育プラン実践計画検証委員会設置要綱の一部を改正する 

要綱制定について 

      〇 報告第１号 寄附物件の受納について 

      〇 報告第２号 豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条 

例施行規則の一部を改正する規則制定について 

      〇 報告第３号 豊岡市補助金等交付要綱の一部を改正する要綱制定について 

 

第６ 教育委員会事務局の報告  

１ 教育総務課 

 ⑴ 2020年度事務概要等について 

 

２ こども教育課 

⑴ 問題行動等について 

⑵ 2020年度「自然学校」トライやる・ウィーク」の延期について 

⑶ 豊岡市こども支援センター活動状況報告について 

 

    ３ こども育成課 

     ⑴ 2020年度幼稚園・保育所・認定こども園の入所状況について 

     ⑵ 2020年度放課後児童クラブの入所状況について 

 

第７ 委員活動報告 

 

第８ 教育委員会活動予定 

１ 次回教育委員会会議の日程について 

 ２ 今後の活動・行事予定 

 

                 開会 午前９時00分                  

（教育長） 

 ただ今から、2020年度第１回教育委員会会議を開会いたします。本日は、すべての委員が出席

していますので、会議が成立していることを報告いたします。 

 また、本日は、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言を踏まえ、感染防止対策に配

慮し、事務局等の説明は簡潔に行い、短時間で会議を行いたいと思いますので、ご協力をお願い

します。 
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【日程 第１ 会議録署名委員の指名】 

（教育長） 

日程第１ 会議録署名委員の指名です。本日は、佐伯委員にお願いしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 

【日程 第２ 前回の会議録の承認】 

（教育長） 

 日程第２ 会議録の承認についてです。３月23日に開催しました第12回定例教育委員会会議の

会議録について、委員の皆さんの承認を求めるものです。誤った点・修正などございませんで

しょうか。 

 

（委員） 

 なし 

 

（教育長） 

 「なし」という声がありますので、会議録については承認することに決定いたします。 

 

【日程 第３ 教育長の報告】 

（教育長） 

日程第３ 教育長の報告です。前回３月23日の教育委員会会議から、本日の会議までの私の主

要な教育活動の概要について報告いたします。本日配布した資料をご覧ください。 

 

≪教育長の報告概要≫ 

新型コロナウイルス感染症に係る対応の経緯をお話しておく。 

３月27日に県から県立学校における教育活動については、但馬地区は通常どおり行うとあった。

そして、４月１日に国のコロナウイルス感染症の専門家会議があり、その分析提言で「現時点で

は学校、子どもは地域において感染を拡大する役割をほとんど担っていない」というエビデンス

を得て、従って、「学校は県という大きなくくりではなく、地域や生活圏ごとの蔓延の状況を踏

まえて判断していくことが重要である」となった。蔓延していない、感染者が確認されていない

但馬地区、豊岡としては、通常どおりに登校したいと県にも意見を申し入れた。 

４月６日、県は休業明け、春休み明けの取り扱いについて、兵庫県は感染確認地域であるとい

う考えのもと、第１学区から第４学区は臨時休業、第５学区の但馬地区は通常どおり登校する」

ということになった。しかし、その翌日、国の緊急事態宣言が出されたので、県は「但馬地区は

週２日登校可能日とするが、臨時休業する」ということになった。その後、４月13日、県は「但

馬地区においても登校可能日を設定しない」ということになり、４月17日以降の登校日は中止と

なり、５月６日の緊急事態宣言が発令されている効力のある日まで継続することになった。 

学校が休業となったため、子どもの居場所を確保するために、前回休業時と同じように学校で

預かりを開始した。預かりを開始した４月13日の利用者合計は862人である。４月17日は640人で、

222名の減となっている。２時からの放課後児童クラブの利用状況は、４月13日は732人、そして、
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４月17日は495人で、237人の減であった。 

ここから何が分かるかというと、ひとつは、休業が求められて、そのことによって保護者も少

しずつ子どもを自宅でみる体制ができてきたのではないかということが考えられる。もうひとつ

は、保護者の登校への受け取り方が変わってきたのではないか。前回、３月休業中の２週間の預

かりは、歓迎されたニュアンスが非常に高かったが、今回は、本当に登校させていいのだろうか

というような不安の声も少しずつ上がってきている、そんなことが反映されたのではないかと思

う。 

４月17日に教育委員会事務局職員が学校を訪問し、子どもの様子、先生の様子の聞き取りを

行ったが、やはり困り果てているのが小学校１年生の対応である。全くソーシャルトレーニング

というか、集団生活の勉強をしていない中、学校で預かりをしているので、中には混乱している

子どもや、そのことによってお漏らしをした子どももいたという報告があった。どんな活動をさ

せたらいいのかということに苦慮しているという話があった。本日午後、学校からの声を踏まえ

て、学校にどのような支援、あるいは、指導をしていくのかということを教育委員会内で協議し

たいと考えている。 

家庭学習については、すべての学校ではないが、ポスティングをして１週間経ったら次の課題

を出す、あるいは、その課題を引き上げ、きっちりと答え合わせをして、また出すなど、小規模

の学校はそんなことができていて、そういうポスティングでなんとか凌いでいこうという学校が

３分の２以上あったように思う。それから、市立図書館と連携して、学校での図書の貸出を推進

していこうと考えている。 

５月６日に、この新型コロナウイルス感染症拡大の状況が収まると思えないので、子どもたち

の様子をしっかり見ながら対応していかなければならないと思っている。 

この後の委員活動報告で、新型コロナウイルス感染症の対応について、あるいは、地域で見聞

きされているようなことがあれば教えていただきたいと思う。 

このような状況の中で、城崎小学校６年生の担任が、感染症対策で家にいなければいけない、

その条件の中で楽しめることを考えようということで、子どもたちにワークショップをさせてい

た。その中には、読書もあり、一緒に料理をするということもあり、家族で遊ぶ、自分で勉強を

するということもあったが、こんなふうにして自分は何ができるのかということをこの機会に考

えさせるというのは、非常に大切なことかなと思った。このような学校が少しでも増えてきたら

なと思った。 

 ご質問等ありませんでしょうか。 

 

（向井委員） 

 図書の貸出の件ですが、５月７日以降に開始されるのですか。 

 

（教育長） 

 今週から始まっています。 

 

（向井委員） 

 学校を開放して借りに行けるということですか。 
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（教育長） 

学校での図書の貸出は既に始めていますが、市立図書館との連携はこれから始めます。市立図

書館にある本で子どもが借りたいなと思う本を学校の先生にリクエストする、さらに、先生たち

が子どもに読ませたいと思う本を図書館にリクエストする。また、市立図書館から子どもに読ま

せたいと思う本などを先生が図書館に取りに行き学校に置いておく、そして、登校日ではないが

本の貸出をしているので学校に借りに来てもいいよということをします。既に学校に通知してい

ます。 

 

（向井委員） 

 休業中の子どもたちに「読書をしたら」と話をすると、「学校が休校で、市立図書館まで閉

まっている」という子どもの声を聞いていたので、すごく有難いです。 

 

（教育長） 

 出石にお住いの方から、市立図書館分館が閉館になり、それを聞いて子どもが泣いた、という

ようなメールが生涯学習課にありました。そんなこともひとつの後押しになっています。 

 

【日程 第４ 地域コミュニティ振興部の報告】 

（教育長） 

それでは、日程第４ 地域コミュニティ振興部の報告に移ります。 

生涯学習課 ⑴ 子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭「第７回おんぷの祭典」について、

生涯学習課長の説明をお願いします。 

 

１ 生涯学習課 

 ⑴ 子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭「第７回おんぷの祭典」について 

≪生涯学習課長の説明概要≫ 

「第７回おんぷの祭典」について、資料に基づき説明する。 

新型コロナウイルス感染症が拡大している状況であるが、現段階では、予定どおり行う。 

期間は、６月２日（火）から７日（日）の６日間で、学校訪問コンサート、街角コンサート、

サロンコンサート、グランドフェスティバルを予定している。 

今年は、世界で活躍する国内の演奏家のみで行う予定にしており、また、今年に限り、サロン

コンサート以外のコンサートを無料開放させていただきたいと考えている。１人でも多くの方に

音楽をお届けしたいと考えており、入場制限を行う予定であり、事前登録で無料開放とする。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

【日程 第５ 議事】 

（教育長） 

それでは、日程第５ 議事に移ります。 

議案第１号 豊岡市奨学生選考委員会委員の委嘱について 及び 議案第２号 豊岡市学校給
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食センター運営委員会委員の任命について 人事に関する事案となりますので、豊岡市教育委員

会会議規則第17号により、非公開としたいと考えますが、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 異議なし 

 

（教育長） 

 委員の承認を得ましたので、非公開といたします。本日は傍聴人がありませんので、このまま

会議を進めます。 

 

〇 議案第１号 豊岡市奨学生選考委員会委員の委嘱について 

【非公開会議】 

≪ 豊岡市奨学生選考委員会規程第３条及び第５条の規定に基づき、豊岡市奨学生選考委員会

委員を委嘱することについて、教育総務課長が説明し、審議の結果、原案のとおり可決された 

≫ 

 

〇 議案第２号 豊岡市学校給食センター運営委員会委員の任命について 

【非公開会議】 

≪ 豊岡市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例第５条の規定に基づき、豊岡市学

校給食センター運営委員会委員を任命することについて、教育総務課参事（給食センター所

長）が説明し、審議の結果、原案のとおり可決された ≫ 

 

（教育長） 

 ここまでが非公開の審議となっております。本日は傍聴人がありませんので、このまま会議を

進めます。 

 続きまして、議案第３号 とよおか教育プラン実践計画検証委員会設置要綱の一部を改正する

要綱制定について、教育総務課長の説明をお願いします。 

 

〇 議案第３号 とよおか教育プラン実践計画検証委員会設置要綱の一部を改正する要綱制定に

ついて 

≪教育総務課長の説明概要≫ 

 とよおか教育プラン実践計画検証委員会設置要綱の一部を改正する要綱制定について、資料に

基づき説明する。 

 第４次とよおか教育プランの実施にあたり、毎年度定める実践計画を検証し、次年度の実践計

画に反映させるため、第３次プランに引き続き、第三者による検証委員会を設置する必要がある。

第４次プランの検証委員会は、委員10名以内とし、学校園の職員、ＰＴＡ連合会に属する者、生

涯学習に資する事業を行う団体に属する者、子育てに資する事業を行う団体に属する者、学識経

験者、その他教育委員会が必要と認める者とし、より所属機関等を明確にした。 

 

（教育長） 
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 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（飯田委員） 

 要綱第３条⑶、⑷で委員は「団体に属する」とありますが、もう少し具体的に説明をお願いし

ます。 

 

（教育総務課長） 

 現行の要綱では、「～関係」という表記をしており、人が特定されないため、また、⑹では

「その他教育に関して識見を有する者」としており、表記の統一性がないため、より明確にする

ため改正しております。 

 

（飯田委員） 

 委員は、生涯学習に資する事業を行う団体に属していないといけないという意味ですか。 

 

（教育総務課長） 

 例えば、現行では「ＰＴＡ・保護者関係」とありますが、より具体的な個人に特定するため、

「ＰＴＡ関係」ではなく、「ＰＴＡに属する者」とし、より個人に取れるような表記にしていま

す。 

 

（飯田委員） 

 選出母体をしっかりするということですね。 

 

（教育総務課長） 

 その母体の中の特定の１人という、そういう表記になります。 

 

（教育長） 

 それでは、議案第３号 とよおか教育プラン実践計画検証委員会設置要綱の一部を改正する要

綱制定について、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 異議なし 

 

（教育長） 

 では、議案第３号 とよおか教育プラン実践計画検証委員会設置要綱の一部を改正する要綱制

定について、原案のとおり可決します。 

 続きまして、議事報告に移ります。報告第１号 寄附物件受納について、教育総務課長の説明

をお願いします。 

 

〇 報告第１号 寄附物件の受納について 

≪教育総務課長の説明概要≫ 
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寄附物件の受納について、資料に基づき説明する。 

 団体34件、個人２件、合計36件の寄附申出があり、これを受納したので報告する。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（委員） 

 なし 

 

（教育長） 

それでは、寄附物件の受納を行ったことをご承知おきください。 

続きまして、報告第２号 豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条

例施行規則の一部を改正する規則制定について、こども育成課参事の説明をお願いします。 

 

〇 報告第２号 豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

の一部を改正する規則制定について 

≪こども育成課参事の説明概要≫ 

豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の一部を改正す

る規則制定について、資料に基づき説明する。 

子ども・子育て支援法施行令の改正により、引用する条項が改正されたことに伴い、規則の一

部を改正するものである。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（委員） 

 なし 

 

（教育長） 

それでは、報告第２号 豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

施行規則の一部を改正する規則制定を行ったことをご承知おきください。 

 続きまして、報告第３号 豊岡市補助金等交付要綱の一部を改正する要綱制定について、こど

も育成課参事の説明をお願いします。 

 

〇 報告第３号 豊岡市補助金等交付要綱の一部を改正する要綱制定について 

≪こども育成課参事の説明概要≫ 

豊岡市補助金等交付要綱の一部を改正する要綱制定について、資料に基づき説明する。 

保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金について、対象者に公立認定こども園等に

勤務する者に予定者を含まなくなり、「（予定者を含む）」を削除している。さらに、対象経費の

取り扱いが個人負担から施設負担に変更になったことに伴い、補助率を「２分の１以内」から
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「10分の10以内」に変更し、合わせて「上限10万円」を削除する。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（飯田委員） 

 この補助金の交付の目的は、どういった内容になりますか。免許更新に係る出張等に対する補

助などでしょうか。 

 

（こども育成課参事） 

 資格若しくは免許を取得または更新するために要した費用、主には授業料や教科書代や教材費

などの受講料になります。 

 

（教育長） 

その他、ご質問等ありませんでしょうか。 

 

（委員） 

なし 

 

（教育長） 

それでは、報告第３号 豊岡市補助金等交付要綱の一部を改正する要綱制定を行ったことをご

承知おきください。 

 

【日程 第６ 教育委員会事務局の報告】 

（教育長） 

それでは、日程第６ 教育委員会事務局の報告に移ります。まず、教育総務課 ⑴ 2020年度事

務概要等について、教育総務課長から順に説明をお願いします。 

 

１ 教育総務課 

⑴ 2020年度事務概要等について 

≪教育総務課長の説明概要≫ 

 2020年度事務概要について、資料に基づき説明する。 

教育・保育施設整備等の推進について、現況と課題、５つの基本方針とその概要を説明する。

今年度は、小中学校の校内通信ネットワーク改修、学校給食調理業務等民間委託基本方針の策定

に取り組む。 

次に、小中学校適正規模・適正配置計画の策定等について、現況と課題、基本方針を説明する。

適正規模・適正配置のあり方については、審議会を設置し、審議を進め、地域住民との意見交換

を開催し、2020年度末に答申予定である。また、個別の統合協議として、五荘小学校と奈佐小学

校、港東小学校と港西小学校の統合を進めている。 
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≪こども教育課長の説明概要≫ 

豊岡市における教育の充実について、現況と課題、３つの基本方針とその概要を説明する。豊

岡市小中一貫教育の実施、非認知能力向上のための取組の推進、「地域とともにある学校」づく

りの推進として、コミュニティスクールの導入を行う。 

 

≪こども育成課参事の説明概要≫ 

子ども・子育て支援事業の推進について、現況と課題、基本方針、概要について説明する。待

機児童解消対策として八条認定こども園の増改築を行う。また、豊岡市における幼児教育・保育

及び放課後児童のあり方計画の策定を予定しており、市民説明会を４月下旬から開催予定として

いたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、開催を延期する。また、今年度、「（仮）第２

次すくすくプログラム」の改定・更新を行う。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（委員） 

なし 

 

（教育長） 

続きまして、こども教育課からの報告に移ります。⑴ 問題行動等の状況について、こども教

育課長の説明をお願いします。 

 

２ こども教育課 

⑴ 問題行動等の状況について 

≪こども教育課長の説明概要≫ 

 問題行動等の状況について、資料に基づき説明する。  

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（飯田委員） 

 前回の定例会で、豊岡の人口規模に対して、不登校の割合は全国より低いという回答がありま

したが、割合はわかりますか。 

 

（こども教育課長） 

 平成30年度の不登校の出現率は分かります。中学校は、全国よりやや低い状況です。令和元年

度の出現率は、まだ調査中のため公表されていません。 

 

（教育長） 

 今、文部科学省は学校休業明けの学習の遅れのことばかり言っています。学習をどう保証して
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いくのか、行事をどうするのかばかりです。本当に心配なのは、休業明けの不登校の子どもたち

です。不登校の要因を調べると、昨年も一昨年も、複合的に要因が絡んでいるが、家庭での生活

が要因として半分以上あるということから考えると、夏休みと今の休業は異なっています。夏休

みはデザインされた、例えば、スポーツ少年団の活動や陸上教室があったり、登校日があったり、

水泳教室があったりしますが、今は全く何もなく家にいる状況ですので、このことは私たちが最

も意識しなければならないことです。できることは限られていますが、やはり、少数の、特に気

になる子どもには個別に毎日でも連絡しなければならないと思いますし、休業が長引けば、場合

によっては、朝、先生に「今起きました」とか「これから○○します」というような、メールや

電話をするような方法も必要かもしれないと思っています。そういうことをシミュレーションし

ながらやっていきたいと思っています。 

 その他ご質問等はありませんでしょうか。 

 

（委員） 

 なし 

 

（教育長） 

 続きまして、⑵ 2020年度「自然学校」「トライやる・ウィーク」の延期について、こども教育

課長の説明をお願いします。 

 

 ⑵ 2020年度「自然学校」「トライやる・ウィーク」の延期について 

≪こども教育課長の説明概要≫ 

現在、市内の小中学校は休業中であり、この状況がいつまで続くか分からないため、「自然学

校」と「トライやる・ウィーク」の１学期実施を見送ることとする。現状では、２学期以降に実

施としているが、今後の状況を見て判断をしていきたいと考えている。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（委員） 

 なし 

 

（教育長） 

続きまして、⑶ 豊岡市こども支援センター活動状況報告について、こども支援センター所長

の説明をお願いします。 

 

⑶ 豊岡市こども支援センター活動状況報告について 

≪こども支援センター所長の説明概要≫ 

 こども支援センターの活動状況について、資料に基づき説明する。 

不登校の取組状況は、こども支援センターのふれあいルームには、３月は実数で５名の生徒が

通級した。新型コロナウイルス感染症の影響によりふれあいルームも閉所したが、引き続き２名
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の生徒がほぼ毎日通級している。2019年度の実数は14名となり、前年度と比較し８名減となって

いる。学校での個別の対応と家庭との連携が進んでいることが減少の要因と考える。 

 2019年度の特別支援の取組は、学校訪問が385件、前年度と比較し134件減少している。発達検

査は126件、前年度と比較し35件減少している。視機能検査ができる職員が一時期不在であった

こと、新型コロナウイルス感染症の影響で学校訪問等がキャンセルとなったことが減少の要因で

ある。 

 2019年度の家庭児童相談係の取組状況は、児童虐待の実数は63名、前年度と比較し14名増と

なっている。相談件数は3,462件、前年度と比較し約500件減少している。件数の計上の考え方を

整理したため減少となっている。また、一時保護の件数は26件で、前年度の約２倍となっている。

精神疾患の母親が不安定なことによる一時保護とこども家庭センターの身体的虐待の早期対応が

増加の要因と考える。 

現在、新型コロナウイルス感染症のため、学校が休業となり、子どもと保護者が長時間家庭に

いることで虐待等のリスクが懸念される家庭については、家庭訪問等で状況を確認する予定であ

る。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（佐伯委員） 

 ふれあいルームに通級していた子どもたちは、今、自宅にいるのですか。 

 

（こども支援センター所長） 

 こども支援センターも閉所としていますので、自宅にいます。 

 

（佐伯委員） 

 そのご家庭とは密に連絡を取ったりされていますか。 

 

（こども支援センター所長） 

 保護者に電話をかけ、子どもの様子の聞き取りを行ったり、電話に出られる子どもは直接こど

も支援センターの職員と話をしています。 

 

（佐伯委員） 

 精神的に不安になったり、そのあたりは大丈夫でしょうか。 

 

（こども支援センター所長） 

 生活リズムの乱れが出てきている様子があり、できるだけ朝の早い時間に電話をかけるように

しています。 

 

（教育長） 

 生活が乱れている子どもについては、例えば、朝、１時間程度、こども支援センターに来所さ
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せるなど、もう少し柔軟に対応を考えてもいいのかなと思います。 

あと、2019年度と前年度との比較ができる資料を作成してください。 

 

（教育長） 

続きまして、こども育成課からの報告に移ります。⑴ 2020年度幼稚園・保育所・認定こども

園の入所状況について、⑵ 2020年度放課後児童クラブの入所状況について、こども育成課参事

の説明をお願いします。 

 

３ こども育成課 

 ⑴ 2020年度幼稚園・保育所・認定こども園の入所状況について 

 ⑵ 2020年度放課後児童クラブの入所状況について 

≪こども育成課参事の説明概要≫ 

2020年度幼稚園・保育所・認定こども園の入所状況及び放課後児童クラブの入所状況について、

資料に基づき説明する。 

幼稚園の在園児童数は、４月１日現在で183人、昨年４月と比較し56人減である。また、６人

未満のクラスが11クラスとなり、前年度と比較し４クラス増である。11園のうち７園で４歳児・

５歳児の混合保育を実施している。 

保育所・認定こども園の入所児童数は、他市町への委託児童が５人あり、この５人を除き、

2,261人で、昨年と比較し21人減である。入所児童数の内訳は、２号・３号の保育認定が2,124人、

昨年と比較し３人増である。１号認定は137人、昨年と比較し24人減である。 

放課後児童クラブの利用児童数は、４月１日現在で1,465人、昨年と比較し49人増であり、過

去最高の利用者数となっている。小学校全児童数4,180人のうち33.6％が利用している。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 この入所状況からどのようなことが言えますか。 

 

（こども育成課参事） 

幼稚園の在園児童数の減少傾向がかなり激しいと考えています。村部の幼稚園だけでなく、市

街地の幼稚園においても在園児童数の減が見られますので、保育のあり方、幼稚園のあり方自体

も全体として考えていく必要があると考えています。 

 

（教育長） 

 それでは、各課からの報告はこれで終了いたします。 

 

【日程 第７ 委員活動報告】 

（教育長） 

それでは、日程第７ 委員活動報告に移ります。 

 

（向井委員） 
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 小学校・中学校・幼稚園の入学（入園）式に出席させていただきました。新型コロナウイルス

感染症に配慮し、簡素な入学式でしたが、ひとつのけじめと言いますか、スタートが切れてよ

かったと感じましたが、特に、小学校１年生は、これからいろいろな規律を学び、生活習慣など

も整えていく大事な時期であったのに、休業となってしまい、本当にかわいそうだと思いました。

これから応援していきたいと強く感じました。 

 小中学校とも在校生は入学式に不参加でしたが、寺坂幼稚園では３人の在園児が出席していま

した。その３人の在園児はとても立派に参加していて、さすがだなと感心させられました。校長

先生が「３人の内の１人の子は、去年、入園式でじっと座っていられなかったので、この１年間

の成長はすごいものです」とおっしゃっていて、とても嬉しくなりました。 

先ほどのこども育成課からの報告で、幼稚園のニーズが減っているということをお聞きして、

仕方がないことだと思う反面、複雑な思いがしました。寺坂幼稚園は小学校の併設幼稚園なので、

登園時は小学生のお兄さんやお姉さんたちに見守られて登園したり、脚力がついたり、集団生活

でのルールが身についたりと、幼稚園には残しておきたい良い面がたくさんあるのにと、とても

残念な気持ちになりました。 

 

（飯田委員） 

 静修小学校と但東中学校の入学式に出席させていただきました。静修小学校は新入生女児２人

の入学式で、在校生も入って行われましたが、少人数で環境としては、かわいそうだなという思

いがしました。 

但東中学校は、在校生も新入生も非常に礼節があるという印象を受けました。来賓紹介時には、

一斉に来賓である私の方を向かれたので、一瞬緊張しましたが、３年間しっかりと学びましょう

と激励しました。 

 出石幼稚園の入園式では、なかなか指示通りに動けない子どもに対して、先生方は一所懸命

「立とうね」「座ろうね」と、そばに寄り添って指導されていました。これからこの子どもたち

がすくすくとこの園で学ぶのだな、仲良くしてほしいなということを激励して終わりました。い

い入園式でした。 

 

（成田委員） 

 中竹野小学校の入学式に出席させていただきました。本当に子どもの少ない学校ですが、以前、

運動会にも行かせていただきましたが、感心するのは在校生の見事な態度です。そのことを校長

先生に伝えると、「これは伝統です。またこの新入生もそのようになっていくと思います」と

おっしゃっていました。皆マスクをつけて新入生を迎えていましたけれども、歌の場面では、全

身全霊で全校生が力を合わせて歌っていることが伝わってきましたので、新入生にもそれが伝

わっていただろうと思います。将来的には統合ということになっていくかもしれませんが、こう

いう良き伝統が続いていったらいいなという思いを持ちながら出席させていただきました。 

 教育委員になってから、竹野中学校区に行かせていただく機会が多いので、先日、竹野中学校

区をずっと回ってみました。改めてその広さや、竹野南小学校区の集落の過疎化が進んでいるこ

とを実感しました。 

話は変わりますが、私は、進路対策協議会の委員をしている関係で、豊岡市内の中学校を卒業

した生徒が具体的にどういう進路状況になっているのか、また、各学校での進路に関する課題や
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問題点など教えていたき、進路対策の基礎資料として然るべきときに活用させていただけたらと

思っていますので、よろしくお願いします。 

 

（佐伯委員） 

 入学式・入園式に関しては、皆さんが言われましたので割愛させていただきます。 

 学校が休業となり、１日のスケジュールをきちんと立てて時間を過ごせる子どもと、つい楽し

いことを優先してダラダラと過ごしてしまう子どもと、学力や生活面などで差が出てくるのでは

ないかと心配しています。 

子どもたちは、学校から不要不急の外出をしてはいけない、友だちとも遊んではいけないと言

われていますので、家の中に１人で過ごしています。「公園には行ってもいいのか」、「公園で偶

然友だちと会った場合は遊んでもいいのか」など、子どもなりにいろいろと考えているようです。

やはり、友達とのふれあいがないことが心に寂しいものを作っているのかなと思います。最近の

ゲームは会話ができるので、ゲーム上で友だちをいっぱい見つけて会話をしているようです。あ

まりゲームをしすぎるのはよくないことですが、ゲームの中でしか交流を持てない現実がとても

残念だなと思います。 

 ひとつ心配していることは、学校が休業中、子どもだけで留守番をしている家庭が多くて、知

らない人が玄関のチャイムを鳴らすと、つい子どもが出て対応してしまうことが多いと聞いてい

ます。子どもだけで留守番をしていることを分かった上での犯罪もありますので、学校側から留

守番中、外からの接触には対応しないような注意喚起をしていただけたらと思います。 

 

（教育長） 

 ありがとうございました。難しい問題がたくさん出てきました。県では、１人で留守番をする

子どもに、気をつける留意点を４つほど挙げていて、その中の１つに、ゲームを認めて、ストレ

ス発散のために、チャットなどで会話をしましょうということも書いていますので、どこまで規

制をしたらいいのかということは、これから考えていかなければいけませんが、難しい問題だと

思います。 

 

（向井委員） 

 外で少人数の友だちと遊ぶこともダメという指導になっているのですか。 

 

（教育長） 

 ダメという言い方はしていませんね。 

 

（こども教育課長） 

 基本的には、不要不急の外出を控えるということと、適度な運動は外でしましょうということ

を指導しています。 

 

（向井委員） 

 子どもから聞く話では、学校によってニュアンスが違うようです。ダメだと言う学校や、校庭

を開放しているから外で運動するのはいいと言われているところもあるようです。 
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（佐伯委員） 

 学校の校庭は使ってもいいのでしょうか。 

 

（こども教育課長） 

 学校施設の団体貸出はしていませんが、学校に遊びに来ることに関しては禁止していません。 

 

（教育長） 

 子どもへはやってはいけないことを伝える言い方をしています。ダメと言われていなければ、

工夫をしながら、「３密」にならなければ、特に、ストレスを解消するというのは大事なことで

すので、学校の校庭を使ってもらってもいいし、依然として海や川に行ってもいいというふうに

しています。 

 

（佐伯委員） 

 学校で図書の貸出が行われるということは、本当にいいことだと思いました。子どもたちが学

校からシャットアウトの状況になっているので、少しでも学校に足を運べるということは、心が

落ち着くのではないかと思いますので、有難いことだと思っています。 

 

【日程 第８ 教育委員会活動予定】 

（教育長） 

続きまして、日程第８ 教育委員会活動予定に移ります。会議予定や、今後の活動について、

事務局の説明をお願いします。 

 

１ 次回教育委員会会議の日程について 

≪教育総務課教育総務係長の説明概要≫ 

 第２回定例教育委員会会議は、５月18日（月）午前９時30分から、本庁舎７階第３委員会室で

開催する。 

 

２ 今後の活動・行事予定 

≪教育総務課教育総務係長の説明概要≫ 

 今後の活動・行事予定について、資料に基づき説明する。 

 

（教育長） 

 以上で日程は終了となりますが、全体を通して何かありませんか。 

それでは、次回の教育委員会会議は、５月18日（月）午前９時30分から、本庁舎６階第３委員

会室で開催します。 

これをもちまして、第１回教育委員会会議を閉会いたします。 

 

                 閉会 午前10時00分                  
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 この会議録は、会議の内容と相違ないことを証します。 

 

 2020年４月20日 

 

教育長 

 

委 員 


